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昭島市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一

部改正について 

  

 玉川上水南側地区地区計画については、令和７年４月 10 日に開催した本審議

会においてご審議頂き、同年４月 22 日に都市計画決定を行いました。 

これを受け、法的拘束力を持たせ、より一層の実効性を高めるために昭島市地

区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を同

年６月 30 日（罰則部分は同年８月１日）に施行しました。 

  

○ 主な改正内容 

①地区整備計画区域として「玉川上水南側地区地区整備計画区域」を追加 

・用途の制限 ・敷地面積の最低限度 ・壁面の位置の制限 

・高さの最高限度 

 

 ②都市緑地法第 20 条第１項の規定に基づき、緑地の保全のための制限につい

て規定 

・行為の制限 ・適用除外 ・原状回復命令 ・報告及び立入検査 

・罰則（30 万円以下の罰金刑） 

 

 ③建築物に関する制限に係る罰金の上限額の引き上げ 

＊ 上限額 20 万円→50 万円 

 

 

○ その他 

条例の施行に合わせ、昭島市地区計画の区域内における建築物の制限に関す

る条例施行規則についても、緑地の保全のための制限に係る許可申請及び適用

除外の手続きを定め、様式を整備するなどの改正を行いました。 
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